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令和７年度 第７回人事委員会議事録 

 

一 日 時     令和７年８月２２日（金） 午前１０時００分から１０時５０分まで 

 

二 場 所     人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

三 出席者 

１ 人事委員   委 員 長  中 本 久美子 

         委   員  細 田 耕 治 

         委   員  小 松 哲 也 

２ 事務局職員  事 務 局 長  丸 山 真 治  次長兼給与課長  灘 尾 幸 三 

任 用 課 長  湯ノ口  修   係     長  淺 田 瑞 生 

係   長  河 崎 卓 哉  係     長  前 田 智 大 

主   事  玉 谷 航 祐  主     事  蓮 佛 藍 子 

※事務局職員の委員室への入室は説明者など必要最小限の人数とし、必要に応じ

て執務室から呼び出す形で対応 

３ 傍聴者    なし 

 

四 議 題 

議案第１号 鳥取県職員採用試験（令和８年４月採用予定 大学卒業程度（追加募集：事務、技術・

専門職））の実施について 

議案第２号 選考により採用する職に係る承認について（歯科衛生士） 

議案第３号 選考により採用する職に係る承認について（船舶乗組員） 

議案第４号 人事委員会規則等の一部改正について（組織改正関係） 

報告第１号 鳥取県職員採用試験（令和８年４月採用予定 大学卒業程度（警察行政））の採用候補

者の決定について 

報告第２号 国家公務員の給与等に関する人事院勧告等の概要について 

報告第３号 ２０２５年度給与勧告等に関する要求書について 

 

五 議 事 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、議案第１号から第４号及び報

告第２号並びに報告第３号は公開、報告第１号は非公開とすることについて全員の合意を得た。 

 

◇議案第１号 

鳥取県職員採用試験（令和８年４月採用予定 大学卒業程度（追加募集：事務、技術・専門職））の実

施について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

  令和８年４月１日採用予定の標記の採用試験を、下記のとおり実施する。 

 

記 

 

１ 概要 

（１）募集職種・採用予定者数 

職  種 採用予定者数 



- 2 - 

 

 

事  務 キャリア総合コース ９名程度 

社会福祉 

福祉コース ３名程度 

心理コース ３名程度 

手話コース １名程度 

薬剤師 公衆衛生コース １名程度 

農   業 ６名程度 

林   業 ２名程度 

土   木 １５名程度 

畜   産 １名程度 

建   築 ２名程度 

電 気 １名程度 

計 ４４名程度 

 

（２）受験資格 

ア 年齢等 

（ア）事務 

① 平成２年（１９９０年）４月２日から平成１６年（２００４年）４月１日までに生 

まれた人 

② 平成１６年（２００４年）４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短 

期大学を除く。）を卒業した人若しくは令和８年３月３１日までに卒業する見込みの 

人又は鳥取県人事委員会がこれらと同等の資格があると認める人 

※②に該当する人は、９月２８日（日）に実施予定の高校卒業程度試験は受験不可。 

   （イ）薬剤師（公衆衛生コース） 

昭和６０年（１９８５年）４月２日以降に生まれた人 

（ウ）土木、建築、電気 

① 昭和６０年（１９８５年）４月２日から平成１６年（２００４年）４月１日までに 

生まれた人 

② 平成１６年（２００４年）４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短 

期大学を除く。）を卒業した人若しくは令和８年３月３１日までに卒業する見込みの 

人又は鳥取県人事委員会がこれらと同等の資格があると認める人 

③ 平成１６年（２００４年）４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等専門学

校又は短期大学を卒業した人（令和８年３月３１日までに卒業する見込みの人を含む） 

※②に該当する人は、９月２８日（日）に実施予定の高校卒業程度試験は受験不可。 

※③に該当する人は、９月２８日（日）に実施予定の高校卒業程度試験との併願不可。 

 

（エ）その他の職種 

① 昭和６０年（１９８５年）４月２日から平成１６年（２００４年）４月１日までに 

生まれた人 

② 平成１６年（２００４年）４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短    

期大学を除く。）を卒業した人若しくは令和８年３月３１日までに卒業する見込みの 

人又は鳥取県人事委員会がこれらと同等の資格があると認める人 

※②に該当する人は、９月２８日（日）に実施予定の高校卒業程度試験は受験不可。 

 

イ 資格・免許等 

社会福祉及び薬剤師には、職種に係る資格・免許等が必要。 
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ウ 国籍 

 日本国籍を有しない人にあっては、就労に制限のない在留資格を取得しているか、 

令和８年３月３１日までに取得見込みであれば受験可能。 

 

（３）試験内容 

ア 事務（キャリア総合コース） 

試 験 種 目 内            容 

第
１
次
試
験 

基礎能力試験 
［多肢選択式･･･７０分］ 
職務に共通して求められる基礎的な能力についての筆記試験  （Ｓ

ＰＩ３（基礎能力のみ）） 

アピールシート 

試験 

[９０分] 
 自身を採用するメリット、そのメリットに関連する自身の強みが発揮
された経験等のテーマで出題 

※事前提出ではなく、第１次試験当日に試験会場で記入。 

適性検査 職務遂行に関する適性についての検査 

第２次 

試験 
人物試験 集団討論及び個別面接による人物についての口述試験 

（注）配点は第１次試験 200点、第２次試験 600点。 
また、第１次試験で実施する適性検査の検査結果は、第２次試験の人物試験の参考として 

使用する。（第１次試験合格者のみ判定。） 
なお、アピールシートは、第２次試験の人物試験の参考資料としても使用するとともに、人物試

験において記載内容をアピールしてもらう。 
 

イ 技術・専門職 

試 験 種 目 配 点 内            容 

第
１
次
試
験 

専門試験 ３００点 

［多肢選択式･･･３０問 ２時間］ 

必要な専門的知識についての筆記試験 

※社会福祉は１時間３０分 

論文試験 １２０点 

［１問 １時間］ 

公務員として必要な識見、思考力、表現力などの能力につ

いての筆記試験 

適性検査 － 職務遂行に関する適性についての検査 

第２次

試験 
人物試験 ６００点 

集団討論及び個別面接による人物、専門的知識についての

口述試験 

（注）第１次試験で実施する論文試験の評価は第２次試験で行う。（第１次試験合格者のみ採点。） 
また、第１次試験で実施する適性検査の検査結果は、第２次試験の人物試験の参考として使用す
る。（第１次試験合格者のみ判定。） 

 
（４）試験日程 

受 付 期 間 
８月２５日（月）午前９時～９月２６日（金）午後５時 
※原則としてインターネットによる申込とする。 

第
１
次
試
験 

試 験 日 １０月１９日（日） 

試 験 会 場 

鳥取会場：鳥取県庁  
米子会場：鳥取大学医学部講義・実習棟 
東京会場：ビジョンセンター田町 
大阪会場：リファレンス大阪駅前第４ビル貸会議室 
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合 格 者 発 表 １１月７日（金）（予定） 

第
２
次
試
験 

試 験 日 １１月中旬のうち指定する１日（予定） 

試 験 会 場 鳥取県庁    

採用候補者発表 １１月下旬（予定） 

 

（５）その他 

（３）及び（４）の内容は、申込状況等により一部変更することがある。 

 

２ 広報 

  以下のとおり積極的な広報を実施し受験者確保をはかる。 

・受験案内を作成、県の機関等で配布 

・ホームページ掲載 

・ＳＮＳ（LINE、X（旧 Twitter）、Facebook、Instagram）、メールマガジン送信 

・新聞（地元紙）広告 

・報道機関への資料提供 

・求人サイトへ求人情報掲載 

・大学へ求人情報提供 

・関係機関に協力を要請 など 

 

◇議案第２号 

選考により採用する職に係る承認（歯科衛生士）について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

  職員の任用に関する規則第１９条第２項の規定に基づく選考職の承認について、鳥取県知事から下

記のとおり申請があり、適当と認められるので申請のとおり承認する。 

 

記 

 

１ 申請理由 

申請のあった職 採用予定者数 申請理由 

歯科衛生士 １名 

歯科衛生士は、専門性の高い職種で競争試験による人

員確保が困難であるところ、今年度末で退職を予定し

ている職員がいることを勘案し、当該職種の職員を採

用する必要があるため。 

 

２ 採用予定日 

令和８年４月１日 

※任用候補者の資格取得状況等により、それ以前に採用する場合もあり得る。 

 

３ 配属先及び職務内容 

（１）配属先  福祉保健部、各総合事務所保健所等 

（２）職務内容 歯科口腔保健を推進するための相談指導、歯科疾患予防等 

 

４ 能力実証の方法 

知事部局において選考試験を実施 

（１）受験資格 
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ア 年齢要件 

    昭和５０年４月２日以降に生まれた人（５０歳以下） 

イ 資格・免許 

歯科衛生士法第３条に規定する歯科衛生士の免許を有する人又は令和７年度に実施される国家

試験により同免許を取得する見込みの人 

 

（２）選定方法 

○基礎能力試験 ＳＰＩ３（基礎能力検査のみ） 

○専門試験   専門的知識についての筆記試験、記述式３問 

※出題分野 

 人体（歯・口腔を除く。）の構造と機能、歯・口腔の構造と機能、歯・口腔の健康と予防 

に関わる人間と社会の仕組み、歯科衛生士概論、臨床歯科医学、歯科予防処置論、歯科保健 

指導論、歯科診療補助論 

○適性検査   職務遂行に関する適性についての検査 

○人物試験   個別面接による専門知識、人物についての口述試験 

 

（３）試験実施スケジュール（予定） 

８月２７日（水）  募集開始 

９月３０日（火）  募集〆切 

１０月１３日（月・祝） 試験日 

１０月２９日（水） 合格発表 

 

５ 人事委員会の判断 

上記の職は「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要す

るもの」として整理されている職であり、また、選定方法も適当であると判断する。 

 

◇議案第３号 

選考により採用する職に係る承認（船舶乗組員）について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

 職員の任用に関する規則第１９条第２項の規定に基づく選考職の承認について、鳥取県教育委員会か

ら下記のとおり申請があり、適当と認められるので申請のとおり承認する。 

 

記 

 

１ 申請理由 

申請のあった職 採用予定者数 申請理由 

船舶乗組員 

（機関部） 
１名 

海洋練習船「若鳥丸」の船舶乗組員について、機関員

の退職により生じる欠員に対し、業務に必要な経験や

知識を有する者を充てる必要があるため。 

 

２ 採用予定日 

令和８年４月１日 

 

３ 能力実証の方法 

教育委員会において選考試験を実施 

（１）受験資格 

ア 年齢要件 

    昭和４１年４月２日以降に生まれの者（５９歳以下） 
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イ 資格・免許等 

船舶職員及び小型船舶操縦者法第５条に規定する五級以上の海技士（機関）に係る免許を有 

すること（令和８年３月３１日までに取得する見込みの者を含む） 

※上記の五級以上の海技免許に関しては、次の者についても受験資格を有するものとする。 

・海技士国家試験の筆記試験のみの合格者 

・登録船舶職員養成施設の課程を修了し、海技士国家試験の筆記試験を免除された者、又は

免除予定の者 

（２）試験内容 

教養試験、小論文試験、面接試験での成績及び適性検査の結果並びに提出された書類により選考

する。 

（３）試験実施スケジュール（予定） 

８月２５日（月） 募集開始 

    ９月２２日（月） 募集〆切 

   １０月１１日（土） 試験日 

   １１月１４日（金） 合格発表 

 

４ 人事委員会の判断 

上記の職は「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要する 

もの」として整理されている職であり、また、選定方法も適当であると判断する。 

 

◇議案第４号 

人事委員会規則等の一部改正（組織改正関係）について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

 下記のとおり人事委員会規則等の一部を改正する。 

 

１ 改正する規則等の名称 

（１） 管理職手当に関する規則（昭和 33年鳥取県人事委員会規則第 22号） 

（２） 管理職手当に関する規則別表第１中の「人事委員会が承認したもの」について 

（平成 19年 3月 30日付第 200600204250号） 

２ 改正の概要 

令和７年度組織改正に伴い新たに設置した職について、手当区分の改正等を行うものである。 

※年度末の規則改正依頼に漏れがあり、適切に改正できていなかったもの 

（１）管理職手当に関する規則 

①美術館の課長について、手当の区分を４種（特定職）から３種（特定職）に改める。 

②政策戦略局関西本部の課長について、手当の区分を４種（特定職）から３種（特定職）に改める。 

③教育センターの所長及び博物館の館長について、手当の区分の３種に追加する。 

 （２）管理職手当に関する規則別表第１中の「人事委員会が承認したもの」について 

・２種の管理職手当を支給する職（次長相当職）の規定に、教育センターの所長及び博物館の館長

を追加する。 

３ 施行日等 

   改正後の規則及び定めの規定は、公布の日から施行し、３（１）①による改正後の規則の規定は 

令和７年３月３０日から、３（１）②による改正後の規則の規定は令和７年４月１日から適用する。 
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◇報告第１号 

鳥取県職員採用試験（令和８年４月採用予定 大学卒業程度（警察行政））の採用候補者の決定につい

て、事務局が説明した。 

 

◇報告第２号 

国家公務員の給与等に関する人事院勧告等の概要について、事務局が説明した。 

 

【説 明】 

本年８月７日（木）に行われた国家公務員の給与等に関する人事院勧告等の概要は以下のとおり。 
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〔参考〕令和７年人事院勧告・報告の構成 

１ 公務員人事管理に関する報告 

Ｉ 人事院が実現する「これから」の公務 

 １ 高い使命感とやりがいを持って働ける魅力あふれる公務へ 

 ２ 採用年次にとらわれない実力本位で挑戦できる公務へ 

 ３ 働きやすさと成長が両立し、自分らしく挑戦できる公務へ 

 ４ 未来を創る高い志を持つすべての人が挑戦できる公務へ 

～採用プロセスのアップデート～ 

Ⅱ 改革の実現に向けて 

Ⅲ 勧告実施の要請 

２ 職員の給与に関する報告 

  第１ 公務と民間の給与の状況と本年の給与改定 

   １ 本年の給与改定を取り巻く諸情勢 

   ２ 本年の国会公務員給与と民間給与の実態 

   ３ 官民給与の比較方法の見直し 

   ４ 本年の国家公務員給与と民間給与との比較 

   ５ 本年の給与の改定 

  第２ 職務・職責を重視した新たな給与体系の構築等 

   １ 本府省業務調整手当の見直し 

   ２ 在級期間表の廃止 

   ３ 転勤する職員に対する給与上の措置 

３ 勧告 

 

【質疑等】 

委 員：国家公務員の離職率が高い要因の一つに、国会対応で徹夜して資料を作るというのが言われて

いるが、本県では議会対応が激務ということはないのか。 

事務局：締め切り等があるので大変ではあるが、以前に比べると残業を減らすような取組もされている。 

事務局：時間外勤務の削減の一つとして、予算編成や議会対応は極力なくしていこうという取組が進め

られている。国では早朝から議員へ説明したりするために徹夜をするようなことが今でもある

と聞いたことがあるが、本県ではそういったことまではない。 

 

◇報告第３号 

２０２５年度給与勧告等に関する要求書について、事務局が説明した。 
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【質疑等】 

委 員：今の時点での対応策の検討としてはいかがか。 

事務局：国が見直したものは国準拠で見直しすればよいと思うが、県独自のものは任命権者への意見聴取

など状況を整理した上で、方向性を示させていただきたい。 

 

 

六 次回人事委員会の開催 

  令和７年９月１２日（金）午前１０時００分から開催することとした。 


